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きょう虫卵検査について

平成２５年５月１４日

春日井市立大手小学校長

渡辺徹

日頃は本校の教育活動にご協力いただき、ありがとうございますｂ

定期健康診断の一環として、全校児童を対象に下記の要領でぎよう虫卵検査を実施しますの

でよろしくお願いいたします６

記

１検査の仕方

(1)前日の夜はお風呂に入り、おしりをきれいに洗う。

(2)ぎよう虫は、夜中に虹門付近に卵を産みつけるので、朝起きてすぐに(用便前）に行う。

(3)最初の日の朝は、「１日目」のカバーを開き、ノリのついている部分を虹門にあて、セ

ロファンの上から指先で強く押さえて（５～６回くりかえす)、元通りカバーをする。

(4)次の日の朝は「２日目」のカバーを開き、１日目と同じ要領で行う。

(5)やり終えたら、セロファンのカバーをはがして捨てる。

(6)「１日目」と「２日目」の○印どうしをはりあわせて袋に入れ、学校へ持って来る。

※セロファンの内側の○印には薬がぬってありますので、使用するとき以外には開

かないでください。

※くわしくは袋の説明をご覧ください。

２提出日 ５月２０日（月）

３その他

※ 手・繋且ｏ氏名０

（セロファンだけの落とし物があり、誰のものかわからないことがあります｡）

※提出日より早めに検査用セロファンを配布します。お子さんの体調にあわせて検査

をしてください。 学校へ提出するのは､５月２０日（月）ですｂ

※袋の口は、テープなどでとめないようにしてください。（袋からセロファンを取り出す

のに、手間がかかりますのでお願いします。）


